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主 要 判 決 全 文 紹 介

−令和３年（行ケ）第10151号、令和４年８月23日判決言渡（東海林裁判長）＝令和３年（行ケ）第10150号−

【本判決の要旨、若干の考察】
１．特許請求の範囲（請求項１）
「船外に面する左右の側壁を有する船体と、

該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、
前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも１つの浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）と、
を備え、
前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板により形成され、前記仕切
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審決取消請求事件

（「船舶」事件－「除くクレーム」で“進歩性”を認めた４件目の裁判例）［上］（全２回）


